
番号 保有する行政機関の名称 個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 個人情報ファイルの記録項目 記録範囲 記録情報の収集方法
匿名加工情報の提案を受ける組織の

名称及び所在地

1 文部科学省
旅費等内部管理業務システム
（源泉徴収票等作成データ）

　審議会委員、講師等への給与、報
酬等の支払いに当たり、所得税法に
基づき源泉徴収し、個人番号の提供
を受け、これを記載した源泉徴収票
や支払調書等を作成し、税務署や市
区町村に提出するために利用する。

１氏名、２生年月日、３郵便番号、４住所、５個人番号、６振込
先金融機関、７預金種別、８口座番号

　給与・報酬等の支払いを受ける者
　給与・報酬等の支払いを受ける
者からの情報提供

文部科学省大臣官房総務課
公文書監理室
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL：03-5253-4111（代表）

2 文部科学省
メールマガジン配信サービス用
ファイル

メールマガジンの配信及び配信コン
テンツ作成の参考情報として利用す
る

1メールアドレス、２性別、３年齢等、４職業種別、５居住地（都
道府県）

メールマガジン配信サービスに登録した
者

メールマガジン配信サービスを希
望する者が登録

文部科学省大臣官房総務課
公文書監理室
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL：03-5253-4111（代表）

3 文部科学省 著作編修関係者名簿等ファイル

　教科書の編集・執筆等を行った者に
関する情報を取りまとめ、教科書の検
定や採択の透明性を確保するために
利用する。

１発行者の所在地、２発行者名、３受理番号、４学校種、５教
科、６種目、７学年、８氏名、９職業・勤務先、１０専門分野、１１
担当箇所・役割、１２編集・著作等の対価
※８～１２については教科書の編集・執筆等を行った者に関す
る情報

　教科書の編集・執筆等を行った者
　（平成２８年度検定以降）

　各教科書発行者から提出された
著作編修関係者名簿等

文部科学省大臣官房総務課
公文書監理室
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL：03-5253-4111（代表）

4 文部科学省 国費外国人留学生ファイル

　国費外国人留学生申請者の基本情
報を記録し、合否判定資料、留学生
統計資料等の作成及び国費外国人
留学生の給与支給事務に利用する。

１個人番号、２採用区分、３国籍、４氏名、５性別、６生年月
日、７専攻分野、８大学・学校名、９留学生区分、１０給与支給
期間

　国費外国人留学生
　（平成１２年度以降）

　日本政府（文部科学省）奨学金
留学生申請書及び大学、外務省
等からの情報提供

文部科学省大臣官房総務課
公文書監理室
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL：03-5253-4111（代表）

5 文部科学省
科学技術分野の文部科学大
臣表彰候補調査書ファイル

　科学技術分野の文部科学大臣表彰
の審査業務に利用する。

１氏名、２年齢、３生年月日、４所属・役職、５住所、６候補案件
の概要

推薦機関（国立大学法人等）から科学技
術分野の文部科学大臣表彰に推薦され
た者

本人からの提出書類

文部科学省大臣官房総務課
公文書監理室
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL：03-5253-4111（代表）

文部科学省大臣官房総務課
公文書監理室
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL：03-5253-4111（代表）

行政機関等匿名加工情報を その用に供し て行う 事業に関する提案の募集の対象と なる個人情報フ ァ イ ル一覧

6 文部科学省
原子力科学技術人材交流
データベース

文部科学省の原子力関係国際協力
プログラムの円滑な実施のために利
用する。

１ID番号、２氏名、３フリガナ、４生年月日、５招へい者の性別、
６招へい者の称号、７招へい者の所属機関、所属部署、職位、
８招へい者の所属機関の連絡先（電話番号、FAX番号、住
所）、９招へい者のメールアドレス、１０招へい者の参加した事
業、参加時年齢、参加年度、コース名、研究テーマ、１１招へい
者の受入機関、受入部門、１２派遣者の所属機関、役職、１３
派遣者の連絡先（電話番号、FAX番号、メールアドレス、住
所）、１４派遣者の経歴に関する情報、１５派遣者の参加した事
業、参加年度、参加期間、コース名、研究テーマ、交流分野/
交流の形態、派遣種類、派遣内容、１６派遣者の受入国、受入
機関、１７事業の担当者名

　文部科学省の原子力関係国際協力プ
ログラムに参加した外国人研究員の招
へい者及び日本人専門家の派遣者

　申立書、申立人・申立人代理
人・被申立人代理人からの提出
書面等

1 / 4 ページ



番号 保有する行政機関の名称 個人情報ファイルの名称 個人情報ファイルの利用目的 個人情報ファイルの記録項目 記録範囲 記録情報の収集方法
匿名加工情報の提案を受ける組織の

名称及び所在地

7 文部科学省
高等学校等就学支援金の支
給に関する特定個人情報照
会依頼ファイル

高等学校等就学支援金の受給資格
の審査を行うに当たり、申請者の課
税証明書等の取得に係る事務的・金
銭的負担を削減するため、個人番号
を利用する。

１　生徒氏名、２　生徒氏名（ふりがな）、３　生徒の生年月日、
４　生徒の住所、５　保護者等の連絡先、６　生徒が在学する
学校の名称、７　学校種・課程、８　高等学校等の在学期間、９
取得単位数、１０　保護者等の氏名、１１　保護者等の氏名（ふ
りがな）・生年月日、１２　生徒との続柄、１３　課税先の市区町
村、１４　保護者等の個人番号、１５　保護者等の統合宛名番
号、１６　保護者等の市町村民税所得割額・道府県民税所得
割額・市町村民税均等割額・課税標準額・市町村民税調整控
除額、１７　保護者等の配偶者控除等、本人該当区分（同一生
計配偶者）、１８　住民登録外課税の有無、住民登録外課税者
の課税地市町村コード、１９　就学支援金の受給資格、支給額
に関する情報

高等学校等就学支援金の申請者の保
護者等

　高等学校等就学支援金の申請
者の保護者等からの情報提供

文部科学省大臣官房総務課
公文書監理室
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL：03-5253-4111（代表）

8 文部科学省
法務省告示日本語教育機関
の専任教員ファイル

法務省からの照会に基づき、同省の
在留資格認定に関わる日本語教育
機関の告示基準の該当性判断のうち
日本語教育機関の専任教員の専任
性を確認するために利用する。

１　機関名、２　機関番号、３　機関所在の都道府県、４　氏名・
ふりがな、５　生年月日

法務省が告示した日本語教育機関の専
任教員。ただし、法務省から、所属する
日本語教育機関が告示から削除された
こと、日本語教育機関から退任したこと
等の情報提供があった場合は削除す
る。

法務省からの情報提供

文部科学省大臣官房総務課
公文書監理室
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL：03-5253-4111（代表）

9 文部科学省
認定日本語教育機関情報ファ
イル

日本語教育の適正かつ確実な実施を
図るための日本語教育機関の認定
等に関する法律及びその他関連法令
の該当性判断に利用する。

１　設置者（法人にあっては、その代表者）氏名及び住所、２
校長氏名（副校長氏名）、３　教員氏名、４　事務統括職員・生
活指導担当者氏名

日本語教育の適正かつ確実な実施を図
るための日本語教育機関の認定等に関
する法律に基づき認定された認定日本
語教育機関。ただし、日本語教育の適
正かつ確実な実施を図るための日本語
教育機関の認定等に関する法律第13条
及び第14条に該当するに至ったときは
削除。

認定機関からの申請及び届出に
基づく収集

文部科学省大臣官房総務課
公文書監理室
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL：03-5253-4111（代表）
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10 文部科学省
総合教育政策局日本語教員
試験出願者等ファイル

出願及び受験結果の管理並びに合
格証書の発行のために利用する。

１　試験年月日、２　試験地、３　受験者の受験番号、４　氏名、
５　生年月日、６　本籍地都道府県名、７　住所、８　性別、９
受験ルート、10　配慮事項、11　基礎試験及び日本語教員試
験の合否の別、12　試験科目ごとの成績、13　基礎試験又は
日本語教員試験に合格した者については、基礎試験合格証明
書又は合格証書の番号、14　基礎試験又は日本語教員試験
に合格した者については、合格年月日

日本語教員試験に出願があった受験者 受験願書、試験の実施結果

文部科学省大臣官房総務課
公文書監理室
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL：03-5253-4111（代表）

11 文部科学省 日本語教員登録簿

日本語教育の適正かつ確実な実施を
図るための日本語教育機関の認定
等に関する法律第17条第４項及び第
５項において定められているため。

１　氏名、２　生年月日、３　本籍地都道府県名、４　登録番号
及び登録年月日、５　日本語教員試験の合格の年月日及び合
格証書の番号、６　実践研修の修了の年月日及び当該実践研
修を実施した者の氏名又は名称（法第17条第３項の規定の適
用を受けた者にあってはその旨）

日本語教育機関認定法ポータルにて登
録日本語教員の登録申請があった日本
語教員。ただし、日本語教育の適正かつ
確実な実施を図るための日本語教育機
関の認定等に関する法律第21条第１項
に該当するに至ったときは削除。

日本語教育機関認定法ポータル
からの電子申請

文部科学省大臣官房総務課
公文書監理室
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL：03-5253-4111（代表）

12 文部科学省
経験者講習受講者・修了者情
報リスト

登録日本語教員の資格取得に係る
経過措置対象者が日本語教員試験
の免除を受けるための講習につい
て、修了証の講習修了証書の発行の
ために利用する。

１　データ抽出日、２　申込番号、３　ID/PASSの通知日（受付
日）、４　氏名、５　氏名（カナ）、６　LMS受講者番号、７　国籍
（日本国籍・外国籍）、８　本籍地・国籍名、９　生年月日、10
性別、11　年齢、12　メールアドレス、13　連絡先電話番号、14
所属機関（主な）、15　所属機関（その他）、16　経過措置ルー
ト、17　講習、18　受講状況、19　修了日、20　修了証発行日

登録日本語教員の経過措置に係る経験
者講習の受講・修了者

登録日本語教員の経過措置に係
る経験者講習の申込フォーム

文部科学省大臣官房総務課
公文書監理室
〒100-8959
東京都千代田区霞が関3-2-2
TEL：03-5253-4111（代表）
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13 文部科学省
教育研究所・教育センター刊
行論文情報ファイル

教育研究に資する文献情報データ
ベースとして検索サービスに利用す
る。

１　文献番号、２　標題、３　索引語、４　著者名、５　掲載誌
名、６　発表年月、７　掲載ページ、８　資料保管場所、９　研究
対象、１０　研究方法、１１　文献の種類、１２　内容の要約、１
３　機関番号、１４　タイトルワード

全国の教育研究所・センターが刊行した
研究紀要等に掲載された論文等の著者

対象機関からの調査票の提出
国立教育政策研究所総務部総務課
〒100-8951
東京都千代田区霞が関3-2-2

14 文部科学省
教育学系博士・修士学位論文
題目情報ファイル

教育研究に資する教育学系の博士・
修士の学位を授与された論文題目の
データベースとして検索サービスに利
用する。

１  論文番号、２  研究科番号、３  著者、４  論文題目、５  大
学院、６  研究科、７  学位、８  西暦学位授与年月、９  年号学
位授与年月、１０  主副区分、１１  所属専攻、１２  専攻分野、
１３  タイトルワード

全国の教育学系大学院研究科の授与し
た博士及び修士の学位授与論文の著者

対象機関からの調査票の提出
国立教育政策研究所総務部総務課
〒100-8951
東京都千代田区霞が関3-2-2

15 文部科学省
旅費等内部管理業務システ
ム（源泉徴収票等作成デー
タ）

委員会委員、講師等への報酬、料金
等の支払いに当たり、所得税法に基
づき源泉徴収し、個人番号の提供を
受け、これを記載した源泉徴収票や
支払調書等を作成し、税務署や市区
町村に提出するために利用する。

１　氏名、２　生年月日、３　郵便番号、４　住所、５　個人番
号、６　振込先金融機関、７　預金種別、８　口座番号

給与・報酬等の支払いを受ける者
給与・報酬等の支払いを受ける者
からの情報提供

国立教育政策研究所総務部総務課
〒100-8951
東京都千代田区霞が関3-2-2

※個人情報ファイルの記録項目の全てが匿名加工の対象となるわけではありません。個々の提案内容を踏まえ、個別に判断させていただくこととなります。
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